
平成25年1月15日　（9月、12月定例会合併号）

市
長
提
出
議
案

そ
の
他

公の施設に係る指定管理者の指定について（コミュニティセンター瓢湖憩の家）
　コミュニティセンター瓢湖憩の家を、公益社団法人阿賀野市シルバー人材センターに管理を行わせる。

可
決

公の施設に係る指定管理者の指定について（阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖）
　阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖を、リズム・ハウス瓢湖運営グループに管理を行わせる。

可
決

市道路線の認定について
　保田地内の下学校町開発区域内の道路を新たに認定する。

可
決

下越障害福祉事務組合規約の変更について
　障害者自立支援法が改正されることから、法令名等の変更を行う。

可
決

請　
　

願

水原中学校改築に伴う請願
　水原中学校改築に際し、グラウンドの砂塵対策の徹底と防球ネットを完備してほしい。

採
択

生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める請願
　生活保護基準の引き下げなどをしないことを求める意見書を国に提出してほしい。

採
択

委
員
会
提
出
議
案

条　
　

例

一
部
改
正

阿賀野市議会基本条例の一部改正について
　政務調査費の名称が「政務活動費」に改められることに伴い条例中の名称を改める。

可
決

阿賀野市議会委員会条例の一部改正について
　地方自治法の改正により委員会に関する規定が簡素化され、従来法律で定められていた委員の選任方法、在任期間等の事項を条例で規定することとさ
れたことに伴い改正する。

可
決

阿賀野市議会会議規則の一部改正について
　地方自治法の改正により、公聴会の開催及び参考人の招致を本会議においても行えることとされたため、これらに関する規定を追加する。

可
決

意
見
書

生活保護基準の引き下げはしないことなど国に求める意見書
　生活保護基準の引き下げなどをしないことを求める意見書を政府に提出する。

可
決

委
員
会

の
設
置

阿賀野市新病院・地域医療に関する特別委員会の設置について
　阿賀野市新病院建設・診療機能及び地域医療に関する調査を行うため特別委員会を設置する。

可
決

継続審査となった議案等

市
長
提
出
議
案

条　
　

例

全
部
改
正

阿賀野市行政組織条例の全部改正について
　平成25年４月１日に組織機構を改め、総務部、民生部、産業建設部を設置する。

制
定
阿賀野市教育事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 
　平成25年４月１日の組織機構改革に合わせ、教育委員会部局の生涯学習課が所管する事務を市長部局へ移す特例を設ける。
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請　

願

医療費窓口払いの一部減免制度の導入に関する請願 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ × ○

不
採
択

　医療費の窓口一部負担の減免制度を導入するとともに、低所得者には入院・通院に適用してほしい。

討
論（
要
旨
）

請願内容は十分理解できるが、制度の導入により３億４千万円が必要となる。現在も国保会計の赤字が２億５千万円（累計５億円）とい
う状況でかなり難しいのではないか。ただし、低所得者世帯にはきめ細かな対応を市には求めたい。

低所得者の生活と健康を守る上から、この医療費窓口払いの一部減免制度の導入は是非必要である。そのことによって、国保会計の赤字
にも良い影響を与える可能性もある。請願文は性急な文言等もあるが、請願者の願意をくみとりいただき、是非採択されるようお願いする。
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市
長
提
出
議
案

条　
　

例

全
部
改
正

阿賀野市行政組織条例の全部改正について ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可
決　平成25年４月１日に組織機構を改め、総務部、民生部、産業建設部を設置する。

制
定
阿賀野市教育事務の職務権限の特例に関する条例の制定について ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 可

決　平成25年４月１日の組織機構改革に合わせ、教育委員会部局の生涯学習課が所管する事務を市長部局へ移す特例を設ける。

上
記
２
件
一
括

討
論
（
要
旨
）

部制移行は運営方法、人事によって良い面だけでなく弊害もでるのでもっと時間をかけて論議すべきだ。生涯学習部門を市長部局に編入するこ
とは、社会教育の推進、教育の中立性からみて問題があり、施設管理、効率性だけを求めることになると危惧される。
　決裁や権限の委譲などが明確に説明されていない。まずは市民の為に、窓口におけるワンストップサービスの導入が優先と思われる。

市が目指す「健康寿命日本一のまちづくり」及び「子育て環境日本一のまちづくり」の達成と、意思決定のスピード化を図る部制導入は、政策
実行力向上に必要である。生涯学習課の市長部局への移管は、教育委員会が同意しているように福祉・健康・医療などと連携することで、市民の健康づく
り・元気づくりなどのメリットが大きい。
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